
元
号
を
改
め
る
政
令
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例

新
旧
対
照
表

目
次

○

港
区
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
三
十
年
港
区
条
例
第
三
号
）
（
第
一
条
関
係
）
・
・
１

○

港
区
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
港
区
条
例
第
四
号
）
（
第
二
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
３

○

港
区
道
路
占
用
料
等
徴
収
条
例
及
び
港
区
立
上
下
水
道
施
設
上
部
利
用
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成

三
十
一
年
港
区
条
例
第
三
号
）
（
第
三
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
５

○

港
区
単
身
者
向
け
共
同
住
宅
の
建
築
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
三
十
一
年
港
区
条

例
第
六
号
）
（
第
四
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
６

○

港
区
児
童
育
成
手
当
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
三
十
年
港
区
条
例
第
四
十
四
号
）
（
第
五
条
関
係
）
・
・
７

○

港
区
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
三
十
一
年
港
区
条
例
第
七
号
）
（
第
六
条
関
係
）
・
・
・
・
９

○

港
区
介
護
保
険
条
例
（
平
成
十
二
年
港
区
条
例
第
二
十
九
号
）
（
第
七
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

港
区
介
護
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
三
十
一
年
港
区
条
例
第
十
号
）
（
第
八
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・

○

港
区
幼
稚
園
教
育
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
三
十
年
港
区
条
例
第
十
八
号
）
（

第
九
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
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港
区
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
三
十
年
港
区
条
例
第
三
号
）
新
旧
対
照
表
（
第
一
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
前
略
）

（
前
略
）

付

則

付

則

１
～
９

（
略
）

１
～
９

（
略
）

平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
港
区

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
十
条
第
二
項
第
二
号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
た

る
子
の
う
ち
一
人
（
職
員
に
配
偶
者
の
な
い
場
合
に
限
る
。
以
下
「
配
偶
者
を

欠
く
一
子
」
と
い
う
。
）
を
扶
養
す
る
こ
と
に
よ
り
扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る

職
員
（
同
号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
た
る
子
（
配
偶
者
を
欠
く
一
子
を
除
く
。
）

を
扶
養
す
る
こ
と
に
よ
り
扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
が
、
施

行
日
以
後
、
引
き
続
き
、
十
五
歳
に
達
す
る
日
後
の
最
初
の
四
月
一
日
か
ら
二

十
二
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
な
い
配
偶
者

を
欠
く
一
子
を
扶
養
す
る
場
合
（
当
該
職
員
が
改
正
後
の
条
例
第
十
条
第
二
項

第
二
号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
た
る
子
を
新
た
に
扶
養
す
る
こ
と
に
よ
り
扶
養

手
当
の
支
給
額
が
改
定
さ
れ
る
と
き
を
除
く
。
）
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
場
合

に
は
、
改
正
後
の
条
例
第
十
条
の
規
定
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
年
度
に
限
り
、
当
該
各
号
に
定
め
る
月
額
の
配
偶
者
を
欠
く

一
子
に
係
る
扶
養
手
当
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
港
区

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
十
条
第
二
項
第
二
号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
た

る
子
の
う
ち
一
人
（
職
員
に
配
偶
者
の
な
い
場
合
に
限
る
。
以
下
「
配
偶
者
を

欠
く
一
子
」
と
い
う
。
）
を
扶
養
す
る
こ
と
に
よ
り
扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る

職
員
（
同
号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
た
る
子
（
配
偶
者
を
欠
く
一
子
を
除
く
。
）

を
扶
養
す
る
こ
と
に
よ
り
扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
が
、
施

行
日
以
後
、
引
き
続
き
、
十
五
歳
に
達
す
る
日
後
の
最
初
の
四
月
一
日
か
ら
二

十
二
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
な
い
配
偶
者

を
欠
く
一
子
を
扶
養
す
る
場
合
（
当
該
職
員
が
改
正
後
の
条
例
第
十
条
第
二
項

第
二
号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
た
る
子
を
新
た
に
扶
養
す
る
こ
と
に
よ
り
扶
養

手
当
の
支
給
額
が
改
定
さ
れ
る
と
き
を
除
く
。
）
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
場
合

に
は
、
改
正
後
の
条
例
第
十
条
の
規
定
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
年
度
に
限
り
、
当
該
各
号
に
定
め
る
月
額
の
配
偶
者
を
欠
く

一
子
に
係
る
扶
養
手
当
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

10

10

１



一

（
略
）

一

（
略
）

二

令
和
元
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で

一
万
三
千
円

二

平
成
三
十
一
年
度
か
ら
平
成
三
十
五
年
度
ま
で

一
万
三
千
円

～

（
略
）

～

（
略
）

（
後
略
）

（
後
略
）

付

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

11

16

11

16

２



港
区
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
（
第
二
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
前
略
）

（
前
略
）

付

則

付

則

（
中
略
）

（
中
略
）

第
八
条

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
退
職
し
た
職
員
に
対
す
る
第
十
三
条

第
七
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
二
十
八
条
ま
で
」
と
あ
る

の
は
「
第
二
十
八
条
ま
で
及
び
附
則
第
五
条
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
ロ

雇

用
保
険
法
第
二
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
理
由
に

よ
り
就
職
が
困
難
な
者
で
あ
つ
て
、
同
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に

掲
げ
る
者
に
相
当
す
る
者
と
し
て
区
規
則
で
定
め
る
者
に
該
当
し
、
か
つ
、
区

長
が
同
項
に
規
定
す
る
指
導
基
準
に
照
ら
し
て
再
就
職
を
促
進
す
る
た
め
に
必

要
な
職
業
安
定
法
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
職
業
指
導
を
行
う
こ
と
が
適
当

「
ロ

雇
用
保
険
法
第
二
十
二
条
第
二

ハ

特
定
退
職
者
で
あ
つ
て
、
雇
用

項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
理
由
に
よ
り
就
職
が
困
難
な
者
で
あ

保
険
法
附
則
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
内
に
居
住
し
、
か
つ
、
区
長
が

第
八
条

平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
退
職
し
た
職
員
に
対
す
る
第
十

三
条
第
七
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
二
十
八
条
ま
で
」
と

あ
る
の
は
「
第
二
十
八
条
ま
で
及
び
附
則
第
五
条
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
ロ

雇
用
保
険
法
第
二
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
理

由
に
よ
り
就
職
が
困
難
な
者
で
あ
つ
て
、
同
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
第
二

号
に
掲
げ
る
者
に
相
当
す
る
者
と
し
て
区
規
則
で
定
め
る
者
に
該
当
し
、
か
つ
、

区
長
が
同
項
に
規
定
す
る
指
導
基
準
に
照
ら
し
て
再
就
職
を
促
進
す
る
た
め
に

必
要
な
職
業
安
定
法
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
職
業
指
導
を
行
う
こ
と
が
適

「
ロ

雇
用
保
険
法
第
二
十
二
条
第

ハ

特
定
退
職
者
で
あ
つ
て
、
雇

二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
理
由
に
よ
り
就
職
が
困
難
な
者
で

用
保
険
法
附
則
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
内
に
居
住
し
、
か
つ
、
区
長

で
あ
る
と
認
め
た
も
の
」
と
あ
る
の
は

当
で
あ
る
と
認
め
た
も
の
」
と
あ
る
の
は

３



つ
て
、
同
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
相
当
す
る
者
と

同
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
導
基
準
に
照
ら
し
て
再
就
職
を

し
て
区
規
則
で
定
め
る
者
に
該
当
し
、
か
つ
、
区
長
が
同
項
に
規
定
す
る
指
導

促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
職
業
安
定
法
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
職
業
指
導

基
準
に
照
ら
し
て
再
就
職
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
職
業
安
定
法
第
四
条
第

を
行
う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
た
も
の
（
イ
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

四
項
に
規
定
す
る
職
業
指
導
を
行
う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
た
も
の

」

あ
つ
て
、
同
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
相
当
す
る
者

が
同
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
導
基
準
に
照
ら
し
て
再
就
職

と
し
て
区
規
則
で
定
め
る
者
に
該
当
し
、
か
つ
、
区
長
が
同
項
に
規
定
す
る
指

を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
職
業
安
定
法
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
職
業
指

導
基
準
に
照
ら
し
て
再
就
職
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
職
業
安
定
法
第
四
条

導
を
行
う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
た
も
の
（
イ
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

第
四
項
に
規
定
す
る
職
業
指
導
を
行
う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
た
も
の

」

付

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

す
る
。

と
す
る
。

と

４



港
区
道
路
占
用
料
等
徴
収
条
例
及
び
港
区
立
上
下
水
道
施
設
上
部
利
用
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
三
十
一
年

港
区
条
例
第
三
号
）
新
旧
対
照
表
（
第
三
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
前
略
）

（
前
略
）

付

則

付

則

１
・
２

（
略
）

１
・
２

（
略
）

３

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
港
区
道
路
占
用
料
等
徴
収
条
例
第
二
条
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
二
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
に
お
け
る
占
用
料
の
額
は
、
付
則
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
算
出
し
た
額
と
す
る
。

３

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
港
区
道
路
占
用
料
等
徴
収
条
例
第
二
条
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
占
用
料
の
額
は
、
付
則
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
算
出
し
た
額
と
す
る
。

４

（
略
）

４

（
略
）

５

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
港
区
立
上
下
水
道
施
設
上
部
利
用
公
園
条

例
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
令

和
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
公
園
を
占
用
す
る
者
か
ら
は
、
付
則
別
表

第
二
の
範
囲
内
に
お
い
て
区
規
則
で
定
め
る
占
用
料
を
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。

５

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
港
区
立
上
下
水
道
施
設
上
部
利
用
公
園
条

例
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平

成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
公
園
を
占
用
す
る
者
か
ら
は
、
付
則

別
表
第
二
の
範
囲
内
に
お
い
て
区
規
則
で
定
め
る
占
用
料
を
徴
収
す
る
も
の
と

す
る
。

（
後
略
）

（
後
略
）

付

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

５



港
区
単
身
者
向
け
共
同
住
宅
の
建
築
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
三
十
一
年
港
区
条
例
第
六
号
）

新
旧
対
照
表
（
第
四
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
前
略
）

（
前
略
）

付

則

付

則

（
施
行
期
日
）

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
第

一
号
の
改
正
規
定
及
び
次
項
の
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二

条
第
一
号
の
改
正
規
定
及
び
次
項
の
規
定
は
、
同
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

付

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

６



港
区
児
童
育
成
手
当
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
三
十
年
港
区
条
例
第
四
十
四
号
）
新
旧
対
照
表
（
第
五
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
前
略
）

（
前
略
）

付

則

付

則

１

（
略
）

（
港
区
児
童
育
成
手
当
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

２

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
港
区
児
童
育
成
手
当
条
例
第
四
条
第
二
項

第
一
号
の
規
定
は
、
令
和
元
年
六
月
以
後
の
月
分
の
児
童
育
成
手
当
の
支
給
に

つ
い
て
適
用
し
、
同
年
五
月
以
前
の
月
分
の
児
童
育
成
手
当
の
支
給
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
港
区
ひ
と
り
親
家
庭
等
の
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う

経
過
措
置
）

３

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
港
区
ひ
と
り
親
家
庭
等
の
医
療
費
の
助
成

に
関
す
る
条
例
の
規
定
は
、
令
和
二
年
一
月
一
日
以
後
に
行
わ
れ
る
療
養
に
係

る
医
療
費
の
助
成
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
医
療

費
の
助
成
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
港
区
心
身
障
害
者
福
祉
手
当
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

４

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
港
区
心
身
障
害
者
福
祉
手
当
条
例
の
規
定

は
、
令
和
元
年
八
月
以
後
の
月
分
の
心
身
障
害
者
福
祉
手
当
の
支
給
に
つ
い
て

１

（
略
）

（
港
区
児
童
育
成
手
当
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

２

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
港
区
児
童
育
成
手
当
条
例
第
四
条
第
二
項

第
一
号
の
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年
六
月
以
後
の
月
分
の
児
童
育
成
手
当
の
支

給
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
年
五
月
以
前
の
月
分
の
児
童
育
成
手
当
の
支
給
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
港
区
ひ
と
り
親
家
庭
等
の
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う

経
過
措
置
）

３

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
港
区
ひ
と
り
親
家
庭
等
の
医
療
費
の
助
成

に
関
す
る
条
例
の
規
定
は
、
平
成
三
十
二
年
一
月
一
日
以
後
に
行
わ
れ
る
療
養

に
係
る
医
療
費
の
助
成
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る

医
療
費
の
助
成
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
港
区
心
身
障
害
者
福
祉
手
当
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

４

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
港
区
心
身
障
害
者
福
祉
手
当
条
例
の
規
定

は
、
平
成
三
十
一
年
八
月
以
後
の
月
分
の
心
身
障
害
者
福
祉
手
当
の
支
給
に
つ

７



適
用
し
、
同
年
七
月
以
前
の
月
分
の
心
身
障
害
者
福
祉
手
当
の
支
給
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

い
て
適
用
し
、
同
年
七
月
以
前
の
月
分
の
心
身
障
害
者
福
祉
手
当
の
支
給
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

付

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

８



港
区
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
三
十
一
年
港
区
条
例
第
七
号
）
新
旧
対
照
表
（
第
六
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
前
略
）

（
前
略
）

付

則

付

則

１

（
略
）

１

（
略
）

２

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
港
区
国
民
健
康
保
険
条
例
第
十
五
条
の
四
、
第

十
五
条
の
八
、
第
十
五
条
の
十
二
、
第
十
六
条
の
四
及
び
第
十
九
条
の
二
の
規

定
は
、
令
和
元
年
度
以
後
の
年
度
分
の
保
険
料
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
三
十

年
度
分
ま
で
の
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
港
区
国
民
健
康
保
険
条
例
第
十
五
条
の
四
、
第

十
五
条
の
八
、
第
十
五
条
の
十
二
、
第
十
六
条
の
四
及
び
第
十
九
条
の
二
の
規

定
は
、
平
成
三
十
一
年
度
以
後
の
年
度
分
の
保
険
料
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成

三
十
年
度
分
ま
で
の
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

付

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

９



港
区
介
護
保
険
条
例
新
旧
対
照
表
（
第
七
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
前
略
）

（
前
略
）

（
保
険
料
率
等
）

（
保
険
料
率
等
）

第
七
条

平
成
三
十
年
度
か
ら
令
和
二
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
保
険
料
率

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
第
一
号
被
保
険
者
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

第
七
条

平
成
三
十
年
度
か
ら
平
成
三
十
二
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
保
険

料
率
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
第
一
号
被
保
険
者
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
当

該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
～
十
七

（
略
）

一
～
十
七

（
略
）

２

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
第
一
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
の
保
険
料
の
減
額
賦
課

に
係
る
令
和
元
年
度
及
び
令
和
二
年
度
の
各
年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
は
、
同

号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
万
四
千
三
百
五
十
六
円
と
す
る
。

２

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
第
一
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
の
保
険
料
の
減
額
賦
課

に
係
る
平
成
三
十
一
年
度
及
び
平
成
三
十
二
年
度
の
各
年
度
に
お
け
る
保
険
料

率
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
万
四
千
三
百
五
十
六
円
と
す
る
。

３

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
第
一
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
の
保
険
料
の
減
額
賦

課
に
係
る
令
和
元
年
度
及
び
令
和
二
年
度
の
各
年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
は
、

同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
三
万
七
千
四
百
七
十
円
と
す
る
。

３

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
第
一
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
の
保
険
料
の
減
額
賦

課
に
係
る
平
成
三
十
一
年
度
及
び
平
成
三
十
二
年
度
の
各
年
度
に
お
け
る
保
険

料
率
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
三
万
七
千
四
百
七
十
円
と
す
る
。

４

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
第
一
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
の
保
険
料
の
減
額
賦

課
に
係
る
令
和
元
年
度
及
び
令
和
二
年
度
の
各
年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
は
、

同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
四
万
六
千
八
百
三
十
八
円
と
す
る
。

４

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
第
一
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
の
保
険
料
の
減
額
賦

課
に
係
る
平
成
三
十
一
年
度
及
び
平
成
三
十
二
年
度
の
各
年
度
に
お
け
る
保
険

料
率
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
四
万
六
千
八
百
三
十
八
円
と
す
る
。

１０



（
後
略
）

（
後
略
）

付

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

１１



港
区
介
護
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
三
十
一
年
港
区
条
例
第
十
号
）
新
旧
対
照
表
（
第
八
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
前
略
）

（
前
略
）

付

則

付

則

１

（
略
）

１

（
略
）

２

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
港
区
介
護
保
険
条
例
第
七
条
第
二
項
か
ら
第
四

項
ま
で
の
規
定
は
、
令
和
元
年
度
分
の
保
険
料
か
ら
適
用
し
、
平
成
三
十
年
度

分
ま
で
の
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
港
区
介
護
保
険
条
例
第
七
条
第
二
項
か
ら
第
四

項
ま
で
の
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年
度
分
の
保
険
料
か
ら
適
用
し
、
平
成
三
十

年
度
分
ま
で
の
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

付

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

１２



港
区
幼
稚
園
教
育
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
三
十
年
港
区
条
例
第
十
八
号
）
新
旧
対
照
表

（
第
九
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
前
略
）

（
前
略
）

付

則

付

則

１
・
２

（
略
）

１
・
２

（
略
）

３

平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
港
区

幼
稚
園
教
育
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
十
一
条
第
二
項
第
二
号
に
該
当
す

る
扶
養
親
族
た
る
子
の
う
ち
一
人
（
職
員
に
配
偶
者
の
な
い
場
合
に
限
る
。
以

下
「
配
偶
者
を
欠
く
一
子
」
と
い
う
。
）
を
扶
養
す
る
こ
と
に
よ
り
扶
養
手
当

を
受
け
て
い
る
職
員
（
同
号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
た
る
子
（
配
偶
者
を
欠
く

一
子
を
除
く
。
）
を
扶
養
す
る
こ
と
に
よ
り
扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る
も
の
を

除
く
。
）
が
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
、
引
き
続
き
、
十
五
歳
に
達
す
る

日
後
の
最
初
の
四
月
一
日
か
ら
二
十
二
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
な
い
配
偶
者
を
欠
く
一
子
を
扶
養
す
る
場
合
（
当
該
職
員

が
改
正
後
の
条
例
第
十
一
条
第
二
項
第
二
号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
た
る
子
を

新
た
に
扶
養
す
る
こ
と
に
よ
り
扶
養
手
当
の
支
給
額
が
改
定
さ
れ
る
と
き
を
除

く
。
）
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
場
合
に
は
、
改
正
後
の
条
例
第
十
一
条
の
規
定

３

平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
港
区

幼
稚
園
教
育
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
十
一
条
第
二
項
第
二
号
に
該
当
す

る
扶
養
親
族
た
る
子
の
う
ち
一
人
（
職
員
に
配
偶
者
の
な
い
場
合
に
限
る
。
以

下
「
配
偶
者
を
欠
く
一
子
」
と
い
う
。
）
を
扶
養
す
る
こ
と
に
よ
り
扶
養
手
当

を
受
け
て
い
る
職
員
（
同
号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
た
る
子
（
配
偶
者
を
欠
く

一
子
を
除
く
。
）
を
扶
養
す
る
こ
と
に
よ
り
扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る
も
の
を

除
く
。
）
が
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
、
引
き
続
き
、
十
五
歳
に
達
す
る

日
後
の
最
初
の
四
月
一
日
か
ら
二
十
二
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
な
い
配
偶
者
を
欠
く
一
子
を
扶
養
す
る
場
合
（
当
該
職
員

が
改
正
後
の
条
例
第
十
一
条
第
二
項
第
二
号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
た
る
子
を

新
た
に
扶
養
す
る
こ
と
に
よ
り
扶
養
手
当
の
支
給
額
が
改
定
さ
れ
る
と
き
を
除

く
。
）
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
場
合
に
は
、
改
正
後
の
条
例
第
十
一
条
の
規
定

１３



及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
年
度
に
限
り
、
当
該

各
号
に
定
め
る
月
額
の
配
偶
者
を
欠
く
一
子
に
係
る
扶
養
手
当
を
支
給
す
る
も

の
と
す
る
。

及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
年
度
に
限
り
、
当
該

各
号
に
定
め
る
月
額
の
配
偶
者
を
欠
く
一
子
に
係
る
扶
養
手
当
を
支
給
す
る
も

の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

令
和
元
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で

一
万
三
千
円

二

平
成
三
十
一
年
度
か
ら
平
成
三
十
五
年
度
ま
で

一
万
三
千
円

４
～
６

（
略
）

４
～
６

（
略
）

付

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

１４


